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群馬県玉村町における中世屋敷の一様相

飯　森　康　広

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

── 要　旨 ──

玉村町周辺地域は、県内でも中世屋敷の発掘調査例が多い地域である。近年の調査報告書の増加により、調査成果の

総括的な検討が期待される地域である。こうした見通しに立つ時、すでに刊行されている報告書についても、再度検討

し直すことで、資料の掘り起こしが期待されてくる。福島久保田遺跡はその一事例である。

中世屋敷を検討する対象として主要素を占める掘立柱建物は、その認定作業が必ずしも徹底されておらず、調査段

階・整理段階における方法的な違いにより、異なる成果が生じている。また、対象となるピットの総数が多い場合、時

間的な制約から検討が不十分となることも起こってくる。本稿では、既報告の掘立柱建物も含めて、27棟の認定を行

い、図示することとした。

一方、屋敷や建物の存続年代を想定する根拠となるのが、出土遺物である。近年の研究動向では、出土遺物の総量把

握が期待されている。したがって、報告済み遺跡についても、必要により未掲載遺物を実見し、遺物をとらえ直す作業

が期待されてくる。ここでは、共同研究の過程で行った悉皆的な調査結果を援用し、遺跡の傾向をみることができた。

その結果、地域でも比較的古く、14世紀後半から15世紀前半に盛期を持つ屋敷・建物群であるという結論に達した。

地域的な総括研究の見通しに資するため、屋敷内部・建物の特徴や問題点について、若干の予察を行い、屋敷全般を

通じて、東西棟と南北棟各１棟ずつがセットで主屋となる傾向、３・４類段階で平面正方形の建物が多い点、桁行平均

柱間は６尺前後と７尺前後にほぼ二分される点を指摘した。
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図１　遺跡位置図（国土地理院１／20万「宇都宮・長野」使用：群埋文2003より）

はじめに

福島久保田遺跡は、群馬県南部の佐波郡玉村町福島に

所在し、利根川右岸近くの微高地上に位置する複合遺跡

で、調査された第３面から未周知の中世屋敷が発見され

たものである（財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団：

以下群埋文2003）。周辺では国道354号建設に先立つ大

規模な発掘調査が行われ、中世屋敷が発見されたものと

して、西から斉田中耕地遺跡（群埋文2010）、斉田竹ノ

内遺跡（2011）、福島飯玉遺跡（2008a）、福島飯塚遺

跡（2008b）、福島大島遺跡（2009）がある。こうし

た状況から、本遺跡周辺は中世屋敷が集中する地域と見

なすことができる。また、斉田中耕地遺跡の西に隣接す

る上新田中道東遺跡（2005）から滝川の間では、中世

屋敷が発見されておらず、斉田中耕地遺跡が周辺屋敷群

の西限である様相も見え始めている。現在斉田中耕地遺

跡のⅢ区とⅣ区の間を南北に走向する町道は伝統的なも

のと思われ、南は玉村八幡宮の北東角に接し、北は田村

屋敷をはじめとする齋田の中世屋敷群１）に向かう状況が

確認できる。

本稿が主な題材とする掘立柱建物は、その認定作業が

必ずしも徹底されておらず、調査段階・整理段階におけ

る取り組み方の違いにより、異なる成果が生じている。

例えば、目視のみによる確認作業により掘立柱建物を抽

出する場面に遭遇したケースもある。また、対象となる

ピットの総数が多い場合、時間的な制約から検討が不十

分となることも起こってくる。

しかし、基本姿勢として、調査段階においては、遺構

確認段階で概念平面図を作成し、加えて柱痕跡なども図

化し、掘立柱建物を想定した上で掘削を開始すること。

また、ピットを半裁した所見で組み直しながら、最終的

な建物認定を完了することが望まれるところである。一

方、整理段階においても、調査段階の成果を尊重しなが

らも、柱間や柱筋の通り具合が不揃いで、かつ周辺に組

み替えられるピットがある場合には、調査資料を十分に

吟味して修正すべきと考える。

筆者は、上記の玉村地域の遺跡のうち、斉田中耕地遺

跡２）の調査を担当し、整理作業でも関与できた。また、

斉田竹之内遺跡についても、整理段階で建物の認定およ

び検討の機会を与えられた。こうした経緯から、本地域

の中世屋敷を検討できる状況が整いつつある。

中世屋敷を検討する対象として、遺構では建物、遺物

では陶磁器がその中心となるが、陶磁器についても様々

な問題がある。なかでも今日的な問題として、出土陶磁

器の総量把握の必要性が上げられる３）。このため、筆者

の参加する玉村中世史研究会の共同作業４）として、本遺

跡の未掲載遺物の悉皆調査を行ったので、その成果から

中世屋敷の存続年代を判断したい。

建物についても、調査原図に立ち返り再認定を行い、

その結果を提示することとした。それは、報告済みの遺

跡を再検討することで、潜在する建物資料の掘り起こし

をさぐる試みとなろう。また、その作業の成果を受けて、

若干の予察を行い、将来的な総括的検討への展望とした

い。
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図２　左：福島久保田遺跡２区全体図１/320（群埋文2003付図に加筆）、右：同２区ピット抽出図１/200



１．掘立柱建物の検討

（１）方法と想定

中世面にあたるＡｓ－Ｂ混土層は、調査段階では第３

面として調査されている。上層である第２面では、近世

の利根川起源の洪水層により被覆された水田跡が調査さ

れ、下層第４面ではＡｓ－Ｂ直下の水田跡が検出されて

いる。また、第１面はAｓ－Aで被災した耕地を天地返

しによって復旧した溝の調査であるため、第２面を被覆

する洪水層は18世紀後半以前であることは確定してい

る。加えて、第２面の耕作土も第３面と近似するＡｓ－

Ｂ混土である点などを考慮すれば、第３面は概ね中世面

として層位的にもとらえられたものと見なされよう。

検討にあたっては、調査原図を使用した。縮尺の関係

で精度が高いためである。具体的には、第３面として調

査・実測されたスケール１／20の平面図を１／40に縮

小し、１尺30.3㎝を１マスとした方眼を基準に、柱穴の

規模や深さ、間隔に考慮して掘立柱建物の認定を行った。

なお、報告では15棟の掘立柱建物が認定されているが、

「調査時には８棟が立棟されていたが、さらに整理作業

時に図面上で確認した掘立柱建物が７棟あり、多少変異

が生じる面もあるがこの15棟を報告していくものとす

る」（群埋文　2003）とある。つまり、報告された掘立

柱建物の認定には、調査段階と整理段階の２系統がある

ことが判明する。

以下、検討をすすめる前提として、報告内容と本稿に

おける筆者の想定結果との相違点に触れておく。まず、

調査段階で認定された掘立柱建物は全体写真から判断し

て、報告における１・２・３・４・７・９・13・15号

掘立柱建物（以下建物と略す）の８棟である（図２）。た

だし、実際は９棟あり、１棟は整理段階で不採用になっ

たとみられる。したがって、整理段階では５・６・８・

10・11・12・14号建物の７棟が認定されたものと判明

する。さて、筆者の検討によれば、１・２・４号建物は

ほぼ追認できる（本稿における１・27・９号建物）。た

だし、１号建物は南東隅柱Ｐ４を入れ替え、Ｐ５を他に

使った。また、２号建物では整理段階で追加されたＰ３

・９・12が配置を乱しており不要と判断した（図３参照）。

さて、残りを考えるにあたり、前提となるのがピット

の状況である。図2の左右を比較すれば分かるとおり、

調査時に比して掲載ピット数が少ない。もちろん、調査

段階ではこれらすべてのピットを考慮して認定を行った

ことは言うまでもない。ただし、ピットは、断面図作成

の必要や出土遺物の有無により選別され、無番号のピッ

トは非掲載となってしまったらしい。ちなみに追認され

た掘立柱建物はすべて調査区の西側に位置し、重複も少

なく、ピット数も少ないことがわかる。反面、残る掘立

柱建物はピット数の多い東側に集中している。

こうしてピット数を調査段階に戻して考えると、９号

建物は桁側の柱間が長すぎており、周辺のピットを考慮

してもあえて選別する根拠が弱い。７号建物はＬ字形を

呈し、遺存状態が悪い状況にあるか。あるいは柵列の可

能性もあるので建物から外すこととした。残る調査段階

認定の３・13・15号建物は、いずれも２×２間の小規

模な建物であり、多少柱筋が乱れても許容範囲である。

したがって、是否の判断は難しい。ただし、筆者が別に

認定した建物とピットが競合した際は、より蓋然性が高

い認定に引き寄せられるため、追認できなかったのであ

る。掘立柱建物の認定においては、得てして１つのピッ

トをどちらの建物に帰属させるかという局面が発生し、

柱間と柱筋のより規格性の高い方が優先されることとな

るからである。

さて、調査段階の掘立柱建物については、３棟を追認、

５棟を不採用とした。また、整理段階で認定された７棟

については、筆者と同様図上復元であり、認定条件では

立場的な違いはないと考える。そうした視点で見るとき、

６・８・10・11・12・14号建物はいずれも柱間が乱れ、

ピットの大きさも甚だしく異なり、８号建物は井戸を柱

穴とするなど、強引なものも見られる。今回、筆者が建

物認定した中でも追認されるものがなかったので、あえ

て詳述は避けることとする。

以上、報告されている掘立柱建物の状況を確認した上

で、以下本論に入ろうと思う。なお、掘立柱建物の番号

については、あえて新しく番号を付番し、主軸方位によ

る分類に対応させた。また、報告書とほぼ一致する３棟

は、表３にも番号を示してある５）。

作業の結果、南堀の北側主要部分で23棟、南堀と11

号溝に挟まれた細長い部分で４棟、あわせて27棟を認

定した。詳細は図４～９に示した。重複が激しいが、紙

面の都合で１棟単位で掲載することは断念し、主軸方位

による分類に従い、１・２類で１枚（図４）、３類で２

枚（図５・６）、4類で２枚（図７・８）、南堀南で１枚

（図９）、都合６枚の遺構図を掲載した。分類の基準は、

１類がN－21～22°－W、2類がＮ－５～12°－Ｗ、

３類が３°Ｗ－Ｎ－４°Ｅ、4類が Ｎ－（5）～15°－

Ｅ６）である。なお、数値は南北棟を基準に表した。また、

辺ごとに例えば南北棟なら、東辺と西辺で別々に方位を

計るため、「～」表示となっている。

（２）計測と集計

計測については、筆者が分析に必要と考えるものとし

て、桁・梁側の長さ（身屋部分の隅柱穴間の心々距離）

を１／40縮尺の平面図により計った。計測結果は表１

のとおりである。なお、各柱穴の規模や深さは建物認定

の参考としたが、計測は行っていない。集計項目は表２

に示した。

棟方向別にみると、東西棟は1類を除き、各分類で１
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図３　福島久保田遺跡２区で報告された掘立柱建物一覧（群埋文2003に一部注記）
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図９　南堀南建物群平面図（１/120）

図８　４類建物平面図２（１/120）



棟ずつとなっている。南北棟は分類により２棟のものも

あるが、東西棟と重複するものを除くと、分類ごとに東

西棟・南北棟とも１棟ずつがセットなる。２類では、２

号建物と３号建物がともに東辺がそろっている。３類の

９号建物と17号建物も、前者の北辺と後者の南辺がほ

ぼ一致している。また、11号建物と27号建物も、前者

の東辺と後者の西辺が一致する。４類の14号建物と22

号建物も、２類と同様に東辺がそろっている。加えて、

正方形に分類される建物が特に多く、３類で７棟、４類

で６棟と、全体の半数を占める。

面積では東西棟・南北棟のものが大きく、40�を越

えるものが１棟ある。１類を除く各分類でも、30�を

越える建物が主屋となっている。

建物構造では、すべて側柱構造で、総柱構造はみられ

ない。桁行で最長のものは４間で、２～４類で１棟ずつ

である。正方形のものは、１×２間、２×２間と小さく、

後者が13棟中４棟と少ない。

桁行平均柱間は、桁行３間以上を有効数値として取り

上げた結果、27棟中11棟が該当した。数値としては、

5.95～6.29尺が５棟、6.88～7.09尺が５棟、7.93尺

１棟の３種に大別される。この選別は、棟方向の違いや

規模に関係しないことが読み取れる。

２．出土遺物の状況

（１）方法

遺跡の存続時期をとらえるため、未掲載遺物について

も悉皆的に調査を行った７）。遺物のカウント作業では出

土地に配慮し、遺構名称のほかグリッド名や出土層位の

情報も調査項目とした。出土点数の把握は破片数による

が、接合されたものは１点とカウントした。在地系の内

耳土器・焙烙では、底部片の場合判別が難しいため、調

査段階では両者並記のままカウントし、本稿の集計では

省略除外した。搬入遺物では、鑑定指導などにより、時

期判定可能なものも含まれるが、現状では断念した８）。

（２）集計

掲載遺物と未掲載遺物の数量をあわせて、表３の出土

遺物年代別集計を作成した。在地系土器の内耳土器・鉢

を主に基準とした関係で、年代を絞り込めたものが少な

い。遺物は14世紀後半から15世紀前半にまとまりがあ

り、掲載遺物の状況とほぼ一致する。グリッド出土遺物

ながら、図10のうち内耳土器２点（同図－２・３）と、

鉢（同図－４）が共伴して良いであろう。なお、紀年銘

資料として「文和五年」（1356年）と刻書された硯（図

10－６）が、32G－10グリッドで出土している。また、

16世紀まで下る遺物もあることから、屋敷の盛期を過

ぎても若干遺構が継続することも確かである。

遺構別での出土状況をみると、南堀よりも更に南に位

置する11号溝でややまとまった出土があり、おおむね

在地系土器と古瀬戸の折縁大皿（未掲載）の年代観は

14世紀後半から15世紀前半と一致する９）。11号溝で出

土した在地系土器の掲載遺物では、内耳土器（図10－

１）が秋本編年のA群であろう。また、２号井戸出土の

鉢（図10－５）はスリ目があり、星野編年Ⅳ期（15世

紀前半）以降である。

３．若干の考察

掘立柱建物は、棟方向の違いから４つに分類され、４

時期程度が変遷する可能性が高い。各建物同士の重複関

係を精査した結果、４類のなかで16号建物が17号建物

より新出であることが判明した。しかし、各分類の新旧

関係を示す資料はない。一方、３類と４類の建物の割合

が近似しており、両者は前後する関係であることは間違

いない。そうなると、１・２類が３・４類の前なのか後

なのかという問題となろう。ただし、１類１号建物と方

位を同じくする土坑は、その建物周辺から北西の狭い範

囲であり、建物自体も区画屋敷全体の方向性や遺構配置

とはそぐわない印象を受ける。したがって、屋敷内部の

建物とすれば、２～４類とは別に扱う必要があろう。ま

た、通例区画溝の走行方向も参考となるが、北・南堀と

も建物群と距離があり、南堀は外形が歪むなど、判断基

準とならないことがある10）。

建物構成をみると、３類・４類とも東西棟・南北棟各

１棟に、正方形の建物が６・７棟重複する状況である。

これを東西棟・南北棟と正方形を別として扱うと、３・

４類で共通する在り方が説明しにくい。やはり、東西棟

と南北棟がセット関係にある段階で、正方形の建物も存

在し、正方形の建物の建て替えサイクルが顕著であった

ものと見なされる。また、東西棟・南北棟も前後に建

築・廃絶され、正方形の建物に入れ替わるなどの小規模

な変遷を伴うものと考えられる。したがって、単純な構

成にみえる２類の状況が屋敷内部の基本的な配置である

ともいえる。こうした状況は、出土遺物から14世紀後

半から15世紀前半の屋敷遺構内部の状況と見なされよ

う。ただし、若干後代に続く建物もあろう。

建物の建築的な問題として、桁行平均柱間が６尺前後

と７尺前後の二分されることが判明した。この傾向は、

近隣の斉田竹ノ内遺跡11）でも認められる傾向であり、今

後地域的な傾向として検討していく必要があろう。

屋敷内部の遺構配置をみると、建物群は屋敷の南側に

偏在し、その北には長方形の土坑が集中し、更に北に無

遺構空間が広がっている。

また、南堀の南には小規模な建物が繰り返し作られ、

その南の11号溝では生活遺物が多く出土している。こ

うした建物群は、屋敷の一部なのか、付随する居住域な

のか施設なのか、事例研究を進める必要がある。
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表１　掘立柱建物計測値一覧

表２　掘立柱建物項目別集計



１（1/8） 

４（1/8） 
５（1/8） ６（1/4） 

３（1/8） 
２（1/8） 
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図10 福島久保田遺跡２区掲載出土遺物の在地系土器ほか（カッコ内縮尺）

表３　出土遺物年代別集計



おわりに

本稿は、報告済みの遺跡について、掘立柱建物を再認

定し分析を試みた。検討に当たっては、報告されている

建物も考慮し３棟を追認したが、現場段階４棟を含む

12棟を不採用とした上で、新たに24棟の認定を行った。

掘立柱建物の認定がピットを関連づけることに終始しな

ければならない以上、いかに拾うかが重点となり、屋敷

内部検討の重要な要素となる。その意味で、本検討結果

は当初の目的を果たせたものと考える。ただし、その作

業が有効であるのか否か。論の分かれるところであろう。

筆者も調査段階を重視する立場をとるが、既報告の遺跡

であっても、追認の余地を残すものについては、積極的

に着手すべきとも考えている。大方のご批判を願いたい。

末尾ながら、未掲載遺物のカウント作業・集計作業を

ともに行い、本稿での成果活用をご快諾いただいた黒澤

照弘氏、ならびに発掘調査の状況についてご教示いただ

いた調査担当斉藤利昭氏に感謝申し上げたい。
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